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改革実行期間における滑川市の地域展開の方針の概要

改革理念

・少子化が進展する中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実

・参加を望む全ての生徒が希望に応じて多種多様な活動に参加できる環境を整備

・地域クラブ活動においては、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、地域全体で支えること

による新たな価値を創出

取組方針
休日 大会参加も含め、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す。

平日 各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進する。

主な
取組内容

認定制度 国が示す要件等に基づき、滑川市認定地域クラブ制度を構築し、運営の充実に向けた支援を行う。

活動機会
の確保・
保障

部活動及び地域クラブ活動の教育的意義や市の実情を踏まえ、地域展開に伴う経済的な負担が増えるこ
と等により、活動機会の格差につながらないよう、支援措置を行う。

活動場所
の確保

平日の学校部活動終了後から学校体育施設開放及び学校文化施設開放までの時間(17時30分～19時00分)
を、新たに開放(地域クラブ活動優先)することにより、指導者や活動時間の確保等を図り、平日の地域
展開の改革に向けた環境整備を行う。

運営団体
の育成・
移管

地域クラブ活動の創設・運営等に係るガイドブック(国において作成予定)を参考に、各実施主体の統括、
運営・管理の中核を担う運営団体の育成を進め、移管を図る。



改革実行期間における滑川市の地域展開の方針の概要

ロード
マップ

※国の定める改革実行期間(前期(令和８～10年度)及び後期(令和11～13年度))の中間評価に合わせて、中間評価及び見直し等を行う。

国の定める期間
→

国が定める期間

年度 令和６年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

部活動改革

地域クラブ
体制整備

財源

施設

改革実行期間（前期）

平日

休日

改革推進期間

令和７年度

学校部活動

地域クラブ活動

主体的・多様な活動の推進

段階的な地域展開の実施 ※平日も含む(R7～)

ガイドライン改訂

国委託費・県補助金の活用 多様な財源(国・県補助金、企業協賛等)の獲得

指導者バンクの設置(R5)・活用

地域クラブ認定制度の整備

運営団体の育成・移管

学校体育施設開放時間の拡充

地域クラブ認定制度の運用


